
でん さいライ トサー ビス利用規定

稚内信用金庫 (以 下 「当金庫」といいます)は、株式会社全銀電子債権

ネ ットワーク (以 下 「でんさいネット」といいます)の 窓口金融機関とし

て、利用者 (以 下 「お客様」といいます)に提供するでんさいライ トサー

ビス (以 下 「本サー ビス」といいます)について、次のとお り取扱いを行

います。

なお、本規定における用語の定義は、電子記録債権法、でんさいネ ット

業務規程、でんさいネ ッ ト業務規程細則およびでんさいライ ト利用規程

(以 下 「業務規程等」と総称 します)に おいて、使用する用語の例により

ます。

第 1条 (利 用の申込み )

1.本サー ビスを利用するには、本規定ならびに業務規程等の内容をご承

諾の うえ、利用申込書および口座振替依頼書に必要事項を記入 して、当

金庫が定める必要書類 とともに当金庫に提出するものとします。

2.お 申込みには、債務者 として利用が可能な (こ の場合、債権者、電子

記録保証人 としても利用が可能)お 申込みのほか、自らを債務者 とする

発生記録を請求 しない場合には、債権者利用限定特約でお申込みするこ

とができます。

第 2条 (利 用資格 )

利用 申込者 またはお客様 は、業務規程等 に定 める利用契約 の締結要件 の

ほか、当金庫 が掲 げ る次の要件 の全部 を満 たす者 で、かつ 当金庫 の審査 を

経 た うえで、本サー ビスの利用契約 ができるもの とします。

なお、特約 の有無 に よ り必要 な審査 が異 な るほか、審査 の結果 に よつて

は、お 申込み に応 じられ ない場合 があ ります。

一  当金庫 のでん さいサー ビス を利用 していない こ と

二  当金庫 の営業地域 内に事業所または居所 を有す るこ と

二  (債務者利用の場合)電子交換所の取引停止処分 を受 けていない こと

第 3条 (サ ービス内容 )

1.当 金庫は、お客様がでんさいライ トを利用するにあた り、次のサービ

スを提供いたします。

一 電子記録の請求に関するサービス
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二 電子記録 の開示 に関す るサー ビス

ニ  でん さいの決済 に関す るサー ビス

四 前 3号 に付 随す るサー ビス

2.お 客様 は、業務規程等お よび本規 定等 に従 って本サー ビスを利用す る

もの とします。

第 4条 (請 求の制限)

1.お 客様は、当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくこと

により、お客様 自身が請求することができる電子記録の範囲を制限する

ことができます。

2.前項の制限を解除する場合には、当金庫所定の書面を当金庫の取引店

にご提出いただくことにより、当該制限を解除することができます。た

だし、当該解除は、当金庫が認めた場合に限るものとします。

第 5条 (開 示の請求 )

1.お 客様は、当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただく方法

で、債権記録に記録 されている事項および記録請求の際に提供 された情

報の開示を請求することができます。

2。 開示の請求結果の通知については、当金庫が定める方法により取 り扱

います。

第 6条 (利 用 日・利用時間 )

1.第 3条 に定 め るサー ビスの利用 日お よび利用時間は、当金庫所定の利

用 日お よび利用 時間 とします。

2.当 金庫所 定の利用 日お よび利用時間については、お客様 に事前 に通知

す ることな く変更す る場合 があ ります。

第 7条 (決 済 口座 )

1.お 客様 は、本 サー ビスで利 用す る当金庫本支店 に開設 してい る 口座 を

決済 口座 と して、 申込書に よ り当金庫 に届 け出て くだ さい。

2。 当金庫 は、届 出の内容 に従 い、本 サー ビスの決済 口座 を登録 します。

ただ し、決済 口座 として指定可能 な預金 の種類 は普通預金 または当座預

金 とします。

3.届 出可能 な決済 口座 の 口座数 は、 1つ とします。

4.届 出可能 な決済 口座 は、お客様名 義 の 口座 のみ とします。

5。 決済 口座 の変更等 については、当金庫所定の書面 に よ り当金庫 の取引

店 に届 け出て くだ さい。
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第 8条 (利 用手数料 )

1.本 サー ビスの利用 にあたつては、当金庫所 定の手数料 (以 下 「利用手

数料」 といいます)を いただきます。 なお、利用手数料 には消費税等相

当額 を含み ます。

2.当 金庫 は、利用手数料 を普通預金規 定、総合 口座 取 引規定お よび当座

勘定規定にかかわ らず 、通帳 。払戻請求書・ キャッシュカー ドまたは当

座 小切 手の提 出を受 けるこ とな しに、予 め指 定 され た決済 口座 か ら、当

金庫所 定の 日に 自動 的 に引き落 とします。

3。 当金庫 は、利用手数料 をお客様 に事前 に通知す るこ とな く変更す る場

合 が あ ります。

4.当 金庫 が収受す る利 用手数料 とでん さいネ ッ トが収受す る手数料 があ

つた場合 、いずれ を先 に決済 口座 か ら引き落 とすかの順序 は、当金庫 の

任意 とします。

5。 決済 口座 か ら利用手数料 を引き落 とす際 に、領収書 は発行 しない もの

とします。

6.お 客様 は、取 引内容 に よ り利用手数料以外 に当金庫所定の諸手数料お

よび消費税等相 当額 を支払 うもの とします。

7.過去 にお客様 であった方や その他利 害関係者 が、当金庫 に対 して電子

記録 に関す る開示 の請求 をす る場合 には、当金庫所定 の手数料お よび消

費税等相 当額 をいただ きます。

8.資 金不足等 に よ り引落不能 が生 じた場合 には、直 ちに入金 を請求いた

します。

第 9条 (日 座 間送金決済 )

1.債務者 として利用 され る場合 には、発 生 させ たでん さいの支払期 日の

前営業 日までに当該 でん さいの決済資金 を決済 口座 に ご準備 くだ さい。

2。 当金庫では、お客様 が債務者 であるでん さいの支払期 日が到来 した場

合 、当該でん さいの決済資金 を普通預金規定、総合 口座 取引規定お よび

当座勘 定規定の定めにかかわ らず、通帳・払戻請求書 。キャ ッシュカー

ドまたは当座小切手 の提 出を受 けるこ とな しに、当金庫所 定の時間に決

済 口座 か ら引き落 としの うえ、でん さいネ ッ トか ら指定のあつた債権者

の 口座 に払い込み を行 います。なお、支払期 日が金融機 関窓 口休業 日に

あた る場合 の払 い込み は、翌営業 日に行 います。

3。 前項 による決済 口座 か らの決済資金 の引き落 しがで きない場合 は、債

権者 の 口座へ の払い込み を行 うことはで きませ ん。ただ し、当金庫 が認

めた場合で 当金庫所 定 の時間までに当該決済資金の入金 があれ ば、払 い

込み を行 います。なお、支払期 日が金融機 関窓 口休業 日にあた る場合 の
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払い込み は、翌営業 日に行 います。

4.支 |ム 期 日が 同 日の複数 のでん さいの支払があつた場合、またはその他

小切手 、手形 の支払等があつた場合、いずれ を先 に決済 口座 か ら引き落

すかの順序 は、 当金庫 の判 断に よ り行 います。

5。 でん さいの分割譲渡 によ り支払期 日が同 日のでん さいが複数 ある場合

には、分割後 の債権金額単位 で引き落 しを行います。

第 10条 (口 座間送金決済の中止 )

債権者または債務者であるお客様は、当金庫所定の書面を当金庫の取引

店にご提出いただくことにより、当金庫に姑 して口座間送金決済の中止の

申出を行 うことができます。

第 11条 (支払不能時の取扱い )

1。 当金庫は、お客様の決済 口座からでんさいの決済資金を引き落 とせな

い事由が生 じた場合、その事由をでんさいネッ トヘ通知するものとしま

す。

2.前条により口座間送金決済の中止の申出を行つた債務者であるお客様

は、当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、

でんさいネ ッ トに対 し、異議の申立をすることができます。

3.前項の異議 申立は、前項のお客様が、支払期 日の前営業 日までに、異

議申立預託金を当金庫に預け入れていただくことが必要です。ただ し、

支払不能事由が不正作出であ り、かつ、でんさい事故調査会が債務者の

異議 申立預託金の預け入れの免除の申立を正当な理由があるもの と認

めた場合には、この限 りではありません。

4.支払不能事由が不正作出である場合には、お客様は当金庫所定の書面

を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネ ッ トに姑 し

て、異議 申立に合わせて異議 申立預託金の預け入れの免除の申立をする

ことができます。

第 12条 (債 権者利 用 限定特約等 )

1。 当金庫 は、当金庫 が必要 と認 めた場合 に債務者利用停止措置 を とるこ

とがで きます。 この場合、業務規程等 に基づ き、当金庫所定の期 間 を経

過 した後 、債権者利 用 限定特約 を締結 した利 用者 として取 り扱 います。

2。 お客様 が、債権者利用 限定特約 の解 除 をご希望 の場合 には、当金庫所

定の書面 を当金庫 の取引店 に ご提 出いただ くこ とによ り、当金庫 の審査

を得た うえで、 当該特約 の解 除 を行 うこ とがで きます。
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3.前項 の債権者利用 限定特約 には、第 1条第 2項 に基づ き同特約 の利用

申込 を行 った場合 のほか、本条第 1項 または業務規程等 の定 めに よ り債

権者利用 限定特約 を締結 した利用者 として取 り扱 う場合 を含 みます。

第 13条 (利 用者登録事項 の変更 )

お客様 は、利用者登録事項 に変更が生 じた後 、遅滞 な く、当金庫 に対 し

て 当金庫所 定 の書面 を当金庫 の取 引店 に ご提 出い ただ くこ とに よ り変更

の内容 を届 け出て くだ さい。この届 出前 に生 じた損害については、当金庫

は責任 を負 いませ ん。

第 14条 (個 人であるお客様が死亡 した場合の取扱い )

1,お客様が死亡 した場合に相続人等が利用者の地位を承継 した旨の届出

は、相続人等の代表者が当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出く

ださい。

2.相続人等の代表者は、前項の届出書に、次に掲げる書類を添付 してく

ださい。

一 でんさいネ ットが指定する書類

二 当金庫が指定する書類

3.相続人等は、第 1項の書面を提出した後、当金庫所定の手続きが完了

した後でなければ、本サービスを利用することはできません。

第 15条 (合 併お よび会社分割 の取扱 い )

1.お客様 の合併 または会社分割 によ り利用者登録事項 に変更が生 じた場

合 には、利用契約 の地位 を承継 したお客様 は、遅滞 な く、当金庫 の取引

店 に対 し、 当金庫所 定の書面 に よ り、その 旨を届 け出て くだ さい。

2.前 項 の場合 には、お客様 は、前項 の届 出後 、当金庫所定の審査 の結果、

承継 した利 用契約 の地位 に基づ く本 サー ビス の全部 また は一部 を利 用

できない場合 があ ります。

第 16条 (利用者による解約 )

1.お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規

定と業務規程等に係 る契約の解約の申出を行 うことができます。

2.前項の解約は、当金庫がお客様を電子記録債務者または債権者 とする

でんさいの うち、解約の対象 となる利用契約に係 るでんさいの全部が消

滅 したことを支払等記録等によつて確認 したときに行 うことができま

す。
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第 17条 (当 金庫による解除等 )

1。 当金庫は、お客様が次に掲げる事由に該当する場合には、お客様に事

前に通知 した うえで、本規定に基づ く契約を解除することができます。

一 業務規程等に定める解除事由に該当した場合

二 第 2条 に規定する要件を満たさなくなった場合

三 本規定に違反 した場合

四 その他当金庫が前各号に準ずると認 めた場合

2。 当金庫が、前項の規定により解除の通知を発信 した場合には、到達の

いかんにかかわらず、通知する解除 日にその効力を生ずるものとします。

3.本規定による契約が解約または解除された後も、第 8条 (利用手数料 )、

第 25条 (機密保持 )、 第 28条 (免 責事項 )、 第 31条 (規定等の変更)お
よび第 38条 (準拠法・合意管轄)の 規定はなお効力を有するものとしま

す。

第 18条 (解約時の未処理取引)

当金庫は、利用契約が解約または解除等により終了した場合には、その

時までに各種請求等の処理が完了していない取引依頼について、その処理

をする義務を負わず、またそれによつて生 じた損害についても責任を負い

ません。

第 19条 (破 産手続 開始決定等 の届 出等 )

お客様 は、破産手続 開始決定等 、業務規程等で定 める事 由が生 じた場合

には、遅滞 な く、 当金庫 の取引店 に、その 旨を届 け出るもの とします。

第 20条 (で ん さいサー ビスか ら本 サー ビスヘ の移行 )

当金庫 のでん さいサー ビスか ら本 サー ビスヘ移行す る場合 において、仕

掛 中債権 に該 当す るで ん さいがない状態 にお いてのみ チ ャネル移 行 を許

容 します。

第 21条 (信託 の電子記録 )

当金庫 の本サー ビスでは信託 の電子記録 を取 り扱 わない こ とか ら、お客

様 が信託財産 の受託者 としての利用 をす ることはで きませ ん。

第 22条 (電 子記録 の訂正等の届 出 )

お客様 は、 自己の請 求 に係 る電子記録 について、異 なる内容 の記録 が さ

れ てい るな ど業務規程等 に定める事 由が あることを知 つた場合 は、当金庫

の取引店等 に直 ちにその 旨を届 け出 るもの とします。
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第 23条 (利 用可能な文字 )

1.決済 口座等におけるお客様の名称もしくは氏名等にでんさいネ ットが

指定 していない文字等が含まれている場合、でんさいネッ トが指定する

文字に変更することがあります。

2。 お客様は、お客様または他の利用者の名称または氏名等にでんさいネ

ットが指定 していない文字等が含まれている場合において、でんさいネ

ッ トが指定する文字等で記録 されたときに異議 を述べることができな

いものとします。

第 24条 (利 用者情報の取扱い )

1。 当金庫は、利用者情報を厳正に管理 し、利用者の情報保護のために十

分に注意を払 うとともに、本規定に定めた場合以外には利用者情報の利

用を行いません。

2。 当金庫は、次の 目的のために業務上必要な範囲内で利用者情報を利用

します。

なお、利用者情報の うち、当該情報に含まれる支払不能情報について

は、本項第 1号か ら第 3号までの利用とします。また、本項第 4号から

第 9号の目的のために利用できる利用者情報は、当金庫のお客様に関す

るものに限ることとします。

一 でんさいネ ッ トから委託を受けた業務を遂行するため

二 でんさい取引円滑化のため

二 当金庫の与信取引上の判断のため

四 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づ く本人確認等や、本

サービスを利用する資格等の確認のため

工 本サービスの申込みの受付および継続的な取引における管理のため

六 お客様 との契約や法律等に基づ く権利の行使や義務の履行のため

七 市場調査、データ分析およびアンケー トの実施などによる金融サー

ビスの研究や開発のため

人 当金庫の金融商品・サー ビスに関する提案のため

九 その他当金庫 との取引を円滑に行 うため

3。 当金庫は、参加金融機関業務を遂行するため、でんさい取引円滑化の

ためおよび参加金融機関の与信取引のために、でんさいネッ トおよび第

二者に対 して利用者情報を提供 し、お客様は当該提供について同意する

ものとします。

4。 でんさいネ ットは、電子債権記録業を遂行するため、でんさい取引円

滑化のためおよび参加金融機関の与信取引のために、第二者に対 して利

用者情報を提供 し、お客様は当該提供について同意するものとします。
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5。 でん さいネ ッ トまたは 当金庫 は、業務規程等 に基づ き債権記録 に記録

され てい る事項 また は記 録請 求 に際 して提供 され た情報 の開示 を請 求

した者 に姑 して、次 に掲 げる事項 を開示 し、お客様 は、当該 開示 につい

て同意す るもの とします。

一 発生記録 にお ける債務者 の決済 口座 に係 る情報

二 譲渡記録 にお ける譲受人 の決済 口座 に係 る情報

三 支払等記録 にお ける支払等 を受 けた者 に係 る情報

四 利 用者等 の属性 、利用者番号お よび代表者名

五 譲渡記録 にお ける譲渡人 に係 る情報 (決済 口座 を含む )

六 強制執行 等記録 にお け る強制執行等 を受 けた電子記録名 義人 に係

る情報

七 支払不能事 由に係 る情報

人 異議 申立の有無 に係 る情報

九 電子記録 、電子記録 の請求、当該請求の有無 、当該請求 に係 る通知

または当該請求の取消 に係 る情報

十 その他業務規程等 で開示 の対象 となる情報

第 25条 (機密保持 )

お客様 は、本サー ビスに よつて知 り得 た当金庫お よび第二者 の機密 を外

部 に漏洩 しない もの とします。

第 26条 (通 知等 の連絡先 )

1。 当金庫 は、お客様 に姑 し、珂文引依頼 内容等 について通知 。照会・確認

をす ることがあ ります。その場合、でん さいネ ッ トまたは当金庫 に届 け

出た住所 。電話番号 。電子 メール ア ドレス等 を連絡先 とします。

2.当 金庫がお客様 にあてて通知 。照会・確認 を前項 の連絡先 のいずれか

一つ に姑 して、発信 、発送 し、または送付書類 を発送 した場合 には、届

出事項 の変更 を怠 るな どお客様 の責 めに帰すべ き事 由に よ り、これ らが

延着 しまたは到 達 しなか つた ときで も通 常到達すべ き時 に到達 した も

の とみ なす もの とし、これ によ り生 じた損害 については、当金庫 は責任

を負 い ませ ん。

3。 当金庫 の責 めに よ らない通信機器 、回線お よび コン ピュー タ等 の障害

な らび に電話・電子 メール の不通等 の通信手段 の障害等 による延着 、不

着 の場合 も同様 とみ なす もの とし、 これ に よ り生 じた損害 については、

当金庫 は責任 を負 いませ ん。

第 27条 (障 害時の封応 )

当金庫は、でんさいライ トの障害等によりお客様がでんさいライ トを用
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いた記録請求がで きない場合 、業務規程等 に基づ き書面 によ り記録請求 を

受 け付 けるもの とします。

第 28条 (免 責事項 )

1.当 金庫は、本サー ビスにお ける届 出印は決済 口座 の届 出印 とし、お客

様 は当該届 出印 を、今後発 生す る本 サー ビスに関す る一切 の書面 に よる

申込み 、届 出、依頼 、通知等 に使用す るもの とし、当該届 出印 を押捺 し

て作成 され た書面で あれ ば、本サー ビスに関す るお客様 の意思 を表示 し

た書面であるもの とみ な します。

2.当 金庫 が、諸届書類 または諸請求書類 に使用 され た印影 または署名 を、

届 出 F「 (ま たは署名鑑 )と 相 当の注意 をもつて照合 し、相違 ない もの と

認 めて取扱 つた場合 、その諸届書類 または諸請 求書類 につ き、偽造 、変

造その他 の事故 があつて も、そのために生 じた損害 については、当金庫

は責任 を負 いませ ん。

3。 当金庫以外 の参加金融機 関またはでん さいネ ッ トの責 めに帰すべ き事

由に よ り、本サー ビスの取扱 い遅延・不能その他 の過誤 が生 じた こ とに

起 因す る損害 については、 当金庫 は責任 を負 いませ ん。

4.災 害 。事変、法令 、当金庫 の責 めに帰す こ とので きない裁判所等公 的

機 関の措置 によ りお客様 に生 じた損害 について、当金庫 は責任 を負 い ま

せ ん。

5。 当金庫または金融機 関の共 同システ ムの運営体が相 当の安全策 を講 じ

たにもかかわ らず、電話 回線 、専用 回線 、移動体通信網 、イ ンターネ ッ

ト等 の通信経路 において当金庫 が送信 した情報 に誤謬・遅延・欠落等 が

生 じた場合 、または盗聴等 がな され た ことによ りお客様 の取 引情報 が漏

洩 した場合 、それ らのために生 じた損害 については、当金庫 は責任 を負

いませ ん。

6。 本 サー ビスを通 じてな され たお客様 と当金庫 間の通信 の記録等 は、当

金庫所 定の期 間に限 り当金庫所定の方法 。手続 きによつて保存す る もの

とします。当該期 間経過後 は、当金庫 が これ らの記録等 を消去 した こ と

に よ り生 じた損 害 について、 当金庫 は責任 を負 いませ ん。

7.本サー ビスに使用す る端末お よび通信媒体 が正常に稼動す る環境 につ

いては、お客様 の責任 において確保 して くだ さい。当金庫 は、端末 が正

常に稼 動す るこ とについてイ呆証す るものではあ りませ ん。万一 、端 末 が

正常に稼動 しなかつた ことによ り取 引が成立せず 、または成 立 した場合 、

それ に よ り生 じた損 害 について 当金庫 は責任 を負 いませ ん。

8。 法令 、規則 、行政庁 の命令等 によ り本サー ビスに関わ る情報 の開示 が

義務付 け られ てい る場合 (当 局検査 を含 む )、 当金庫 はお客様 の承諾 な く

して 当該法令 。規則・行政庁 の命令等 の定める手続 きに基づいて情報 を
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開示す るこ とがあ ります。当金庫 が当該情報 を開示 した こ とによ り生 じ

た損害 について当金庫 は責任 を負 いませ ん。

第 29条 (で んさいの活用 )

お客様は、当金庫に対 し、別に締結する信用金庫取引約定書等に基づき、

当金庫所定の手続きにより、でんさい割引等の申込みができるものとしま

す。

第 30条 (関係規定の適用・準用 )

本規定に定めのない事項については、普通預金規定、当座勘定規定等の

各規定によリコ文り扱います。これ らの規定 と本規定 との間で取扱いが異な

る場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用 されるものとします。

第 31条 (規定等 の変更 )

1。 当金庫 は、本規定の内容 をお客様 に事前 に通知す るこ とな くホー ムペ

ー ジ掲載等 で公表す ることに よ り任意 に変更で きるもの とします。

2.変 更 日以降は変更後 の内容 に従い取 り扱 うこ ととします。

3。 当金庫 の責 めに よる場合 を除 き、当金庫 の任 意 の変更 に よつて損害が

生 じた として も、 当金庫 は責任 を負 いませ ん。

第 32条 (業 務規程等 に よる取扱 い )

1。 本サー ビスについては、前各条 のほか、業務規程等その他 でん さいネ

ッ トが定 めた規則 に従 って処理す るもの とします。

2.災 害 、事変等 のやむ を得 ない事 由に よ り緊急措置が とられ てい る場合

には、第 9条第 2項 の規定 にかかわ らず 、支払期 日が経過 したでん さい

について も決済 口座 か ら支払 うことがで きるな ど、その緊急措置 に従 っ

て処理す るもの とします。

3。 前項 の取扱い によつて生 じた損 害については、当金庫 は責任 を負 いま

せ ん。

第 33条 (準拠法・ 合意管轄 )

1.本 規 定の準拠法 は 日本法 とします。

2.本規 定 に基づ く諸取 引に関 して訴訟 の必要が生 じた場合 には、当金庫

(本 店 )の所在地 を管轄す る裁判所 を第一審 の専属的合意管轄裁判所 と

す るこ とに します。

以  上
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